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Ｚ世代の満足ポイントと中小企業の

離職防止策 

 

Ｚ世代の若手社員は、会社の現状に対

して、思ったほど満足していないようで

す。レバレジーズ株式会社の調査では、

Ｚ世代の働き方への満足度は 51.5％。

一方で、人事や管理職は「社員は今の働

き方に満足している」と 68.0％が考え

ており、両者の間には約 17 ポイントも

のギャップがありました。現場のリアル

な声と、経営側の認識には意外と差があ

るようです。 

◆Ｚ世代の満足ポイント 

Ｚ世代は、「残業時間が短いこと」や「上

司との人間関係」に特に満足を感じやす

い世代です。また、「心情的な寄り添い」

や「異動の提案」など、会社や上司が自

分のことを気にかけてくれていると実感

できたとき、離職を踏みとどまった経験

がある人も多いようです。日々のちょっ

とした変化や気持ちに目を向けることが、

若手の安心感につながります。 

◆中小企業が取れる対策 

では、中小企業でも取り組みやすい離

職防止策にはどんなものがあるのでしょ

うか。キーワードは「コミュニケーショ

ン」です。 

・悩みや疑問を気軽に話せる場をつくる 

⇒定期的な１on１や日報・チャットで、

日々の小さな変化もキャッチしましょう。 

・若手が日々得た情報や学びを、朝礼や

ミーティング、チャットで共有する仕

組みをつくる 

⇒ 一 言 で も 自 分 の 意 見 を 添 え る ル ー

ルにすることで、思考や感情の変化

も見えやすくなります。 

・若手社員のインタビューや成功事例を

発信する 

⇒成長や努力をみんなで認め合い、自

己効力感を高めることができます。 

・「気にかけているよ」という姿勢を伝え

る 

⇒経営層や管理職も積極的に声をかけ、

ちょっとした会話を大切にしましょう。 

 

まずはできることから一歩ずつ始め、

会社全体で働きやすい環境づくりと業績

アップを目指していきたいですね。 

【レバレジーズ株式会社「【2025 年版】

データで読むＺ世代の転職志向—世代・

役職比較から見えたギャップとは」】 

https://media.nalysys.jp/article/68

93/ 

 

年金法改正による「在職老齢年金制度の

見直し」と「厚生年金保険等の標準報酬

月額の上限の段階的引上げ」について 

 

６月 13 日に「社会経済の変化を踏ま

えた年金制度の機能強化のための国民年

金 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 案 」

（「年金制度改革法」）が成立しました。

基礎年金の給付水準の底上げや遺族年金

の見直しなど、改正項目が多く影響も大

きいことからも、関心の高さがうかがわ

れます。ここでは、企業に影響のある改

正（被用者保険の適用拡大等、在職老齢
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年金制度の見直し、厚生年金保険等の標

準報酬月額の上限の段階的引上げ）のう

ち、在職老齢年金制度の見直しと厚生年

金保険等の標準報酬月額の上限の段階的

引上げについて取り上げます。 

◆在職老齢年金制度の見直し 

一定の収入のある厚生年金受給権者が

対象の在職老齢年金制度について、支給

停止となる収入基準額が 50 万円（令和

６年度価格）から 62 万円に引き上げら

れます。施行日は 2026 年４月１日の予

定です。 

◆厚生年金保険等の標準報酬月額の上限

の段階的引上げ 

厚生年金保険等の標準報酬月額の上限

について、負担能力に応じた負担を求め、

将来の給付を充実する観点から、その上

限額が標準報酬月額 65 万円（32 等級）

か ら  75 万 円 に 段 階 的 に 引 き 上 げ ら れ

ます。また、最高等級の者が被保険者全

体に占める割合に基づき改定できるルー

ルが導入されます。 

【厚生労働省「年金制度改正法が成立し

ました」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak

unitsuite/bunya/0000147284_00

017.html 

 

精神障害の労災認定が過去最多、カスハ

ラ原因は倍増 

～厚生労働省「令和６年度の過労死等の

労災補償状況」より 

 

厚生労働省は、令和７年６月 25 日、

令和６年度の「過労死等の労災補償状況」

の取りまとめを公表しました。 

令和６年度の過労死や仕事のストレス

による精神障害などを理由とした労災補

償の請求件数は 4,810 件で、前年度か

ら 212 件増え、過去最多となりました。

実際に過労死等の労災認定された件数も、

前年度より 196 件多い 1,304 件と過去

最多となっています。 

◆精神障害による労災認定件数は６年連

続で過去最多 

 仕事上の強いストレスが原因でうつ病

などの精神障害となり、労災認定された

人は 1,055 人で、前年度に比べて 172

人増えました。このうち、自殺や自殺未

遂は 88 人で、９人増加しています。精

神障害による労災と認定された人は６年

連続で過去最多となり、初めて 1,000

人を超えました。 

◆原因別の最多はパワハラ。カスハラは

セクハラを上回り倍増 

原因別では、「上司等から、身体的攻

撃、精神的攻撃等のパワーハラスメント

を受けた」が 224 件で最多、次いで「仕

事内容・仕事量の大きな変化を生じさせ

る出来事があった」が 119 件、「顧客

や取引先、施設利用者等から著しい迷惑

行為を受けた」（カスタマーハラスメン

ト）が 108 件でした。カスハラは、令

和５年度から新たに原因項目に追加され、

７か月分で 52 件でしたが、通年の今回

はセクハラの 105 件を上回り、原因別

で３番目の多さとなりました。 

 

カスハラは、昨今、大きな社会問題と

なっています。2025 年６月に、改正労

働施策総合推進法が成立し、企業にカス

ハラの防止対策が義務付けられました。

この義務に違反した事業主は、報告徴求

命令、助言、指導、勧告または公表の対

象となります。労働者が１人でもいれば、

事業主に該当すると考えられますので、

まだ取り組み始めていない企業は、施行

日までにカスハラ対策をすることが必要

です。 

【厚生労働省「令和６年度「過労死等の

労災補償状況」を公表します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa

ge_59039.html 

 

 


